
  
 

～あなたも民商の共済会に～  

会員・配偶者は無条件で加入可 

同居家族、従業員も加入可 
村上民商ニュース① 
 

NO.645  村上市仲間町３３４ 

村上民主商工会 

☎75-5272 ＦＡＸ62-7392 2026/2/16 

 

ース 

見舞金・祝金 

月 1,000 円 

 

・
記
帳
の
や
り
方
を
教
え
て
ほ
し
い
。 

 

・
青
色
申
告
に
し
た
い
。 

 

・
会
社
設
立
や
法
人
化
に
し
た
い
。 

 

・
国
や
自
治
体
の
制
度
融
資
を
使
い
た
い
。 

高
す
ぎ
る
国
保
税 

 
 

・
滞
納
が
あ
る
。 

・
差
し
押
さ
え
予
告
が
き
た
。 

 
 

・
国
保
税
を
減
免
し
た
い
。 

・
保
険
証
が
な
い
。 

労
災
保
険
・
社
会
保
険 

 

・
社
会
保
険
の
支
払
が
大
変
。 

・
従
業
員
を
雇
お
う
と
し
て
い
る
。 

・
元
請
か
ら
一
人
親
方
の
労
災
加
入
を
求
め 

ら
れ
て
い
る
。 

 
 

 

・
労
働
保
険
の
事
務
手
続
き
が
大
変
。 

消
費
税 

 
 

 

・
分
割
納
付
に
し
た
い
。 

 
 

 

・
納
税
猶
予
の
申
請
を
し
た
い
。 

 

確定申告作成会  日程のお知らせ  

会場は民商です 

① ２月１８日(水) 午後１時３０分開始 岩船 

② ２月１９日(木) 午後１時３０分開始 荒川 

③ ２月２０日(金) 午後１時３０分開始 関川 

④ ２月２３日(月) 午前１０時開始   山北・村上 

⑤ ２月２６日(木) 午後１時３０分開始 朝日 

⑥ ２月２７日(金) 午後１時３０分開始 山辺里 

⑦ ２月２８日(土) 午後１時３０分開始 神林 

⑧ ３月 １日(日) 午前１０時開始   瀬波 

午後６時開始    朝日 

午後６時開始    神林 

午後６時開始    瀬波 

午後１時 30 分開始  

午後６時開始    村上・関川 

午後６時開始    山北 

午後６時開始    荒川 

午後１時 30 分開始 

この８日間で確定申告書を書き上げます 

 

 

 

持参するもの 
①消費税申告が必要な方は、所得を出した帳面や 

先に記入しておいた青色決算書、収支内訳書 

②給与・公的年金等の源泉徴収票 

③国保・介護・後期高齢者医療保険の納付額通知書 

④国民年金保険料の控除証明書     

⑤生命保険、地震保険などの控除証明書    

⑥令和６年分の確定申告書などの控え 
 

 

 

※生命保険などの控除証明書を紛失 

した場合は、再交付の手続きを。 

 

※公的年金等の源泉徴収票や国民年金 

保険料控除証明書の再交付は、 

新発田年金事務所へ連絡を。 

(０２５４―２３―２１２８) 

⑦税務署から届いている 

封筒やハガキ 

⑧その他確定申告に必要と 

思われるもの 

⑨電卓・筆記用具 
 

山辺里 

岩船 



確
定
申
告
準
備
会
を
開
催 

 

３５
名
参
加
、
集
ま
っ
て
相
談
し
合
う 

 

２月なんでも相談会 

 

 

～あなたも民商の共済会に～  

会員・配偶者は無条件で加入可 

同居家族、従業員も加入可 見舞金・祝金 

月 1,000 円 
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ース 

日時 ２月２６日（木）午後５時から 

場所 民商事務所 

※相談ご希望の方は、 

事前に民商へ予約をお願いします。 

村
上
税
務
署
と
集
団
申
告
等
の
交
渉 

 

１
、
集
団
申
告
は
、
申
告
納
税
制
度
に
基
づ
き

自
主
申
告
権
を
貫
く
行
動
で
、
適
切
な
人
員

の
配
置
、
迅
速
・
丁
寧
な
対
応
で
円
滑
に
実

施
さ
れ
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。 

 

２
、
収
支
内
訳
書
は
、
「
零
細
業
者
に
過
大
な

負
担
を
押
し
付
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
第

１
０
１
国
会
付
帯
決
議
を
尊
重
し
、
提
出
の

強
要
は
止
め
て
く
だ
さ
い
。 

 

３
、
税
務
関
係
書
類
の
提
出
に
て
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の
記
載
が
無
く
て
も
書
類
は
受
理
し
、
不

利
益
を
与
え
る
こ
と
が
無
い
よ
う
に
し
て

下
さ
い
。 

 

４
、
安
易
に
納
税
者
を
電
子
申
告
な
ど
に
誘
導

す
る
こ
と
は
、
対
応
で
き
な
い
納
税
者
の
権

利
を
奪
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
納
税
者
を
差

別
せ
ず
従
来
通
り
の
サ
ー
ビ
ス
を
堅
持
す

る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。 

 

５
、
「
申
告
書
控
や
収
受
日
付
印
の
押
な
つ
」

は
納
税
者
に
と
っ
て
大
事
な
証
明
と
な
る

こ
と
か
ら
、
申
告
書
控
の
廃
止
を
中
止
し
、

収
受
日
付
印
の
押
な
つ
を
再
開
す
る
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。 
 

６
、
税
務
調
査
や
納
税
相
談
に
あ
た
っ
て
は
税

務
運
営
方
針
を
堅
持
し
て
く
だ
さ
い
。「
申

請
型
の
換
価
の
猶
予
」
等
の
「
納
税
緩
和
措

置
」
の
活
用
を
奨
励
し
て
く
だ
さ
い
。 

９
日
、
竹
内
会
長
・
渡
辺
副
会
長
・
事
務
局

は
、
３
月
１３

日
の
所
得
税
・
消
費
税
集
団
申

告
等
に
つ
い
て
村
上
税
務
署
に
左
記
の
と
お

り
要
望
書
を
提
出
し
て
き
ま
し
た
。 

 

５
日
・
６
日
、
昼
と
夜
の
３５

名
で
、
確
定
申
告
準
備
会
を

開
催
。
参
加
者
は
「
確
定
申
告
書
を
書
き
上
げ
る
時
も
役
員

に
サ
ポ
ー
ト
し
て
も
ら
い
た
い
」
（
農
業
）
、
「
去
年
よ
り
ス
ム

ー
ズ
に
進
ん
だ
か
ら
良
か
っ
た
」
（
サ
ー
ビ
ス
業
・
建
設
業
）
、

な
ど
、
確
定
申
告
作
成
会
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。 

 

３月の無料法律相談 

日 時 ３月１６日(月)午前１０時３０分 

会 場 村上民商事務所 

弁護士 新潟中央法律事務所小淵弁護士 


